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１．事業目的と方法 

本章では、本事業の背景と目的について記載する。 
 
（１）背景・目的 

①背景 

 自立生活援助については、平成 28 年の障害者総合支援法改正において、障害者

支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精

神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期

間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を

補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスとして創設された。 

 平成 30 年度厚生労働科学研究「総合支援法３年後見直し後のサービスの実態調

査及びその効果についての研究」分担研究課題「共同生活援助、施設入所支援、宿

泊自立訓練、居宅介護支援事業所における自立生活援助に関する実態調査」によれ

ば、各事業所のサービス提供状況は以下のとおりである 1。 

図表 1 自立生活援助の実態 
調査結果の概要 

事業所指定の状況： 

 ・開設事業所の指定は東京が最も多く、地域により偏在 

 ・指定事業所主体の約５割が相談支援事業所、約３割が共同生活援助 

利用者の状況（精神障害者の場合）： 

 ・40 歳以上が 79.7％ 単身生活 88.4％ 精神科病院からの移行が最も多く、次いで共同

生活援助からの移行が多い 

 ・１月の定期訪問回数 ２回 43.5％、３～５回 39.1％ 

 ・随時通報を受けて行った訪問：支援を受けた利用者全体の 10.1％が利用 

  月１回の最も多い、支援時間も開所時間中が約７割 

  体調不良や気持ちの不安、救急搬送、服薬確認 など多様 

 ・同行支援加算に係る支援：支援を受けた利用者全体の 36.2％が利用 

              行き先はその他が多く、買い物が大半。他は医療機関 

利用者の状況（知的障害者の場合）： 

 ・40 歳以上が 53.8％ 単身生活約６割 共同生活援助からの移行が最も多い 

 ・１月の定期訪問回数 ２回 28.8％、３～５回 50.0％ 

 ・随時通報を受けて行った訪問：支援を受けた利用者全体の 38.5％が利用 

                月１回の最も多いが３回以上も 55.0％いる 

                支援時間も開所時間外、閉所日も対応が多い 

                お金の相談、書類等の確認が多い 

 ・同行支援加算に係る支援  ：支援を受けた利用者全体の 59.6％が利用 

                行き先は医療機関が最も多い 

 

 

 
1 調査時 平成 30 年 11 月 
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 以上のようにサービス利用の特徴も見えてきているが、制度発足後数年が令和元

年度７月の指定事業所は全国で 170事業所、37都道府県にとどまっており、更なる

サービスの活用推進が求められている。 

 普及が進まない理由として、制度自体の周知が十分でないことや新設サービスで

あるため、サービス提供ノウハウや運営手法が蓄積されていない、そのため人材育

成の手法が十分に確立されていないなどの問題があると考えられる。 

 

➁目的 

 このような背景から、本事業では自立生活援助従事者（特に、地域生活支援員を

対象とする）の育成手法の普及や自立生活援助の運営をサポートすること（特に、

管理者、サービス管理責任者を対象とする）を目的として、以下の成果物を作成し

た。 

 

 １．自立生活援助の運営ガイドブックの作成（以下、運営ガイドブックという） 

 ２．自立生活援助の従事者養成研修カリキュラムの作成 

（以下、研修カリキュラムという） 
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（２）事業概要・方法 

 本事業では、上記の背景と目的に基づき、検討委員会を組成して運営ガイドブック

及び研修カリキュラムについて検討を行った。 

 

①検討委員会 

 事業趣旨を踏まえ、自立生活援助に先駆的に取り組んでいる指定事業所の従事者

を中心とした検討委員会を創設し、４回の検討会を実施した。なお、新型コロナウ

ィルス感染拡大状況を踏まえ、会議は原則オンライン開催とした。 

ア．検討委員会委員 
 検討委員会委員は次のとおりである。なお、座長には岩上氏が就任した。 

図表 2 検討委員会委員 
氏名 所属 備考 

飯山 和弘 埼葛北障がい者地域活動支援センター ふれんだむ  

岩上 洋一 社会福祉法人じりつ  

岡部 正文 一般社団法人ソラティオ  

奥田 知志 全国居住支援法人協議会  

小船 伊純 白岡市福祉課 行政担当者 

丹羽 彩文 社会福祉法人昴  

服部 敏寛 社会福祉法人三富福祉会  

松村 真美 社会福祉法人南高愛隣会  

望月 明広 横浜市総合保健医療センター  

山口 麻衣子 社会福祉法人清樹会  

吉澤 浩一 特定非営利活動法人ヒーライトねっと  

（五十音順、敬称略） 

 検討委員会オブザーバーとして次の方が参画した。 
図表 3 オブザーバー 

氏名 所属 

栗原 拓也 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

地域生活支援推進室 室長補佐 

吉野 智 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

地域生活支援推進室 障害福祉専門官（精神障害担当） 

池上 奈津美 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

（敬称略） 
 本事業実施事務局として、以下の社員が参画した。 

図表 4 事務局 
氏名 所属 

東海林 崇 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 シニアマネージャー 

植村 綸子 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト 

栗城 尚史 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト 

平良 岬 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 アソシエイト 
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イ．検討委員会開催状況 
 検討委員会の開催状況は以下のとおりである。 

図表 5 検討委員会委員 
開催日 主な議題 

第１回 

令和 2 年 7 月 8 日 

・ガイドブック骨子案の確認 

・研修カリキュラムの検討 

・掲載事例の検討 

第２回 

令和 2 年 9 月 8 日 

・掲載事例調査内容の検討 

・ガイドブック骨子案の検討 

・研修カリキュラム案の検討 

第３回 

令和 2 年 11 月 5 日 

・ガイドブック内容の検討 

・研修カリキュラム案検討 

第４回 

令和 2 年 12 月 14 日 

・ガイドブック案の検討・確認 

・研修カリキュラム案の検討・確認 

※内容を固め最終化に向けて内容を整理 

 
また、以下の日程で自立生活援助と居住支援法人の連携に関する鼎談を実施した。 

開催日 主な議題 

令和 2 年 11 月 9 日 ・自立生活援助と居住支援法人が連携した支援の可能性 

 
②運営ガイドブック作成 

検討委員会において協議を重ねながら、各委員が分担して執筆を行い、事務局が

一部執筆及び編集等を担当した。また、内容をさらに充実させるために、検討委員

以外の以下の事業所に協力頂いた。 

図表 6 協力事業所 
協力事業所 事業所の概要 

事業所 A 

・共同生活援助との併設で自立生活援助を実施。 

・その他に同一法人で運営する事業として、就労継続支援 B 型、生活訓練 

（自立訓練）、就労移行・定着事業、生活介護事業等を実施。 

事業所 B 

・居宅介護との併設で自立生活援助を実施。 

・その他に同一法人で運営する事業として、特定・一般相談支援事業、 

重度訪問介護、移動支援事業がある。また、介護保険法において、 

訪問介護事業と居宅介護支援(ケアマネジメント)事業を実施。 

事業所 C 

・宿泊型自立訓練と併設で自立生活援助を実施。 

・その他に同一法人で運営する事業として、自立訓練（生活訓練）、短期入所、  

就労移行支援、就労継続支援 B 型、障害者基幹相談支援センター、 

精神科病院・訪問看護ステーション等がある。 

 
③カリキュラム作成 

 上記ガイドラインに関する検討に基づき、カリキュラムを作成した。 
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（３）事業実施経過 

 本事業は令和２年５月 26 日に事業の内示を受け、令和３年３月 31 日まで、次の経

過で事業を実施した。 

 なお、検討委員会以外の場においても、適宜各委員の打合せ等を行い、ガイドブッ

クを呼びカリキュラムの作成を進めた。 

図表 7 事業経過 

 
検討委員会 

実施状況 

ガイドブック 

作成 

カリキュラム

作成 

事業報告書 

令和２年６月 

 

 

 

骨子案作成                 カリキュラム検討 

７月 
第１回委員会 

 

 

 

内容検討   掲載事例の検討 

  

８月 

 

 

 

 

９月 
第 2 回委員会 

 

 

ガイドブック案作成     カリキュラム骨子案作成 

10 月 

 

 

 

掲載事例内容検討・取材 

 

11 月 
第 3 回委員会 

鼎談実施 

 

 

ガイドブック案修正      カリキュラム案作成 

12 月 
 

第 4 回委員会 

 

 

令和３年１月 

 

 

 

 

追加議論・検討 

２月 

 

 

 

                                         報告書案作成 

 

 

 

３月 

 

 

 

 

委員確認 

印刷・製本 
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２．運営ガイドブック 

 本章では、運営ガイドブックの対象者と目的、概要について掲載する。なお、実際の

運営ガイドブックの詳細は別冊を参照いただきたい。 
 
（１）運営ガイドブックの対象者と目的 

運営ガイドブックの作成にあたっては、対象者と目的をそれぞれ以下のとおり設定

し、内容を検討した。検討経緯の詳細については、資料２を参照願いたい。 

 

①対象者 

相談支援・障害福祉サービス事業者 

ガイドブックの主な対象者として、現状で自立生活援助の運営に関心がある、ま

たはこれから運営を検討している相談支援・障害福祉サービスの事業者を想定した。

具体的には、現状での併設事例が一定数存在する計画相談支援、共同生活援助、居

宅介護、宿泊型自立訓練等の事業者を想定している。 

また、既に自立生活援助を運営しているが課題を抱えている事業者も対象者とし

て位置づけ、より効果的・効率的な支援を行うための実践的な内容や工夫例等も盛

り込んだ。 

 

居住支援法人・不動産事業者 

 障害者の地域生活を支援する上では、自立生活援助による見守り・相談等のソフ

ト面の支援に加え、住居確保等のハード面での支援も一体的に提供していくことが

重要となる。このため、国土交通省が所管する新たな住宅セーフティネット制度に

おける居住支援法人や、不動産事業者についても対象者として想定し、運営ガイド

ブックの構成を検討した。 

 

その他支援の関係者 

 各地域において自立生活援助の提供が促進されていくためには、自治体関係者や、

地域の基幹相談支援センターによるサービスの理解とその推進が重要となる。 

また、精神科病院や入居施設で生活する障害者が地域生活へ移行するにあたって

自立生活援助を活用する場合は、病院または入居施設の関係者の方の理解が必要と

なる。このため、上述の関係者も運営ガイドブックの対象者として位置づけた。 

 

②目的 

上記の対象者の整理を踏まえ、以下の目的に基づいてガイドブックを作成した。 

1. 相談支援・障害福祉サービス事業者が、自立生活援助の創設の背景等も含め

たサービスの重要性や全体像を理解できること。また、実際の支援のイメー

ジや取組の工夫等を把握することで、サービスの効果的・効率的な運営に資

すること 

2. 上記の事業者に加え、居住支援法人・不動産事業者が、障害者の居住支援の

全体像や、自立生活援助との連携について具体的なイメージができること 

3. 自治体や基幹相談支援センター病院・入居施設の関係者が自立生活援助の概

要を把握し、支援の流れや実践の様子がイメージできること 
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（２）運営ガイドブックの概要 

前述の対象者と目的に基づき、運営ガイドブックの構成及び各項目の概要を以下

のとおりとした。 

図表 8 運営ガイドブックの概要 
構成 概要 

Ⅰ.自立生活援助創設の背景と 

その位置づけ 

・障害者の地域生活の支援が進められてきた施策の

経緯や、目指される障害者の地域生活支援のあり方

について簡潔に掲載。 

・自立生活援助が平成 30 年度に新たに創設された背

景とその位置づけについて説明。 

１．障害保健福祉政策のこれまでの

経緯と目指す姿 

２．自立生活援助創設の背景とその

位置づけ 

Ⅱ．自立生活援助の概要と特色 ・自立生活援助の対象者やサービスの内容、令和 3 年

度の報酬改定を踏まえた人員配置基準及び報酬設

定等について掲載。 

・自立生活援助の特色や魅力について、伴走型支援や

ピアサポートに関するコラムを交えて掲載。 

１．サービスの概要 

２．サービスの特色 

Ⅲ．事業の実施 ・自立生活援助の事業実施の一連の流れ及び、各ステ

ップの重要なポイントについて解説。 

・事業運営の概要及び運営にあたり特に重要となる

視点（人材の確保と育成・組織体制と職員配置・収

支管理）について解説 

・収支管理については、令和３年度報酬改定を踏まえ

た自立生活援助の収支モデルを掲載。 

１．事業実施の流れ 

２．事業運営 

Ⅳ．事例集 ・他事業との併設パターン毎に支援事例を掲載。 

・各事例において、協力事業所の実践をもとに、個別

の支援ケースについての概要、支援の１年の流れの

イメージ、個別支援計画の作成例を掲載。 

・各事業所ごとに、法人及び事業所の概要、組織体制、

職員の１日の流れのイメージや、取組の工夫につい

て掲載。 

１．計画相談支援と自立生活援助 

※精神障害者が主な利用者 

２．計画相談支援と自立生活援助 

※知的障害者が主な利用者 

３．共同生活援助と自立生活援助 

４．居宅介護と自立生活援助の 

５．宿泊型自立訓練と自立生活援助 

Ⅴ．自立生活援助を提供する上での 

居住支援の視点 

・居住支援の概要及び課題と対応について整理。 

・障害者支援における居住支援のポイントや工夫例

についても掲載。 

・自立生活援助と居住支援法人の連携について、具体

的なケースと令和３年度報酬改定における加算に

ついて解説。また、委員の鼎談に基づき、今後の連

携の可能性に関するコラムを掲載。 

１．居住支援とは何か 

２．住宅確保における課題 

３．相談および生活支援における 

課題 

４．居住支援における多機関連携 

  



8 
 

３．研修カリキュラム 
 本章では、運営ガイドブックをもとに作成した研修カリキュラムの対象者と目的、概

要について掲載する。なお、研修カリキュラムをもとに作成した従事者養成研修資料に

ついては、資料１を参照願いたい。 
 

（１）研修カリキュラムの対象者と目的 

研修カリキュラムの作成にあたっては、対象者と目的をそれぞれ以下のとおり設定

した。検討経緯の詳細については、資料２を参照願いたい。  

 

①対象者 

主に、自立生活援助事業に従事するスタッフ（特に、地域生活支援員）を対象と

してカリキュラム及び研修資料を作成した。 

 

②目的 

 自立生活援助に初めて従事するスタッフも対象とすることを念頭に、自立生活援

助の全体像や支援の一連の流れ、具体的な支援のイメージが把握できることを目的

として作成した。 
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（２）研修カリキュラムの概要 

上述の対象者と目的に基づき、カリキュラムの構成と各セクションの狙いを以下の

とおりとした。 

図表 9 研修カリキュラムの構成と各セクションの狙い 

１． 

自立生活援助

の概要 

①サービス創設の背景 

（狙い）障害者の地域生活の支援が進められてきた政策の経緯や、目指さ

れる障害者の地域生活のあり方ついて理解する。 

１）なぜ地域生活の支援が求められているのか 

２）障害者支援の目指す姿 

②サービスの位置づけ 

（狙い）自立生活援助が創設された経緯とその位置づけを理解する。 

１）自立生活援助の創設までの動き 

２）自立生活援助の位置づけ 

③サービスの概要 

（狙い）自立生活援助の対象者やサービス内容の他、令和 3 年度の報酬改

定を踏まえた人員配置基準や報酬設定について理解する。 

 １）サービスの概要 

 ２）サービスの対象者 

 ３）サービスの内容 

 ４）サービスの実施要件と提供体制 

 ５）報酬設定 

④サービスの特色 

（狙い）自立生活援助のサービスの特色や可能性について理解する。 

 １）自立生活援助は柔軟な支援 

 ２）状況に応じた伴走型支援 

 ３）街の中での関係づくり 

 ４）自立生活援助が開く可能性 

２． 

事業実施の

流れ 

（狙い）事業の一連の流れと各ステップのポイントについて理解する。 

  １）サービスの周知 

  ２）ご本人へのアプローチ 

  ３）サービスの利用決定と計画策定 

  ４）サービスの提供 

  ５）モニタリングと計画の見直し 

  ６）サービスの終了判断と引継ぎ 

３． 

事業運営 

（狙い）事業の運営にあたり考慮すべき事項について理解する。 

１）事業運営の概要 

２）マネジメントの要点 

参考資料 

（事例集） 

１）計画相談支援と自立生活援助 ※精神障害者が主な利用者 

２）計画相談支援と自立生活援助 ※知的障害者が主な利用者 

３）共同生活援助と自立生活援助 

４）居宅介護と自立生活援助 

５）宿泊型自立訓練と自立生活援助 



 

参考資料 

資料１ 研修カリキュラム 
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資料２ 検討委員会議事要旨 

第 1回委員会 

日時：2020 年 7月 9日（水曜日）18:00～20:00 

場所：大手町パークビルディング 15階会議室／Google meet 

議事 

１． ご挨拶 

２． 委員紹介 

３． 議事 

（１） 事業概要

（２） ガイドブックの骨子について

（３） 掲載事例について

（４） 今後の進め方

４． 事務連絡 

議事概要 

（１） 事業概要の説明

 事務局及び厚労省オブザーバーより事業概要について説明を行った。

（２） ガイドブックの骨子及び（３）掲載事例について

 自立生活援助の魅力・メリットについて

【対利用者】 

 自立生活援助は毎日利用ではなく、必要なタイミングにポイントを絞って訪問や同行することで、

１～２年という期間の中で利用者の自立度合いを高めていくことができるサービスである。

 地域で家族と暮らしていたが入院や死別などにより、密な関与が必要になった人にとって有効。こ

れまでは強いストレスがかかると大量服薬や入院により対処をしていた人が、その代わりに、地域

活動支援センターや訪問看護といった力を借りることで、乗り越えられるようになる。

 病院に入院中の方については、退院にあたり病院側が懸念する事項について、自立生活援助でフォ

ローできることを示すことで退院を促進することができる。

【対事業所・行政】 

 これまでは正式な事業とは別に、気がかりであるため訪問していたケース等があったが、それらを

正式な事業として、個別支援計画に基づきサービス管理責任者ともやり取りをしながら支援できる

ようになった。

 他の相談支援事業所の利用者へ自立生活援助を提供するケースでは、普段とは異なる視点から支援

を行うことで、新たな気付きや学びが得られるというメリットがある。

 計画相談事業と比較し、「伴走型支援」のように、１人の当事者とじっくり関わることができる。

 これまで自立生活援助のようなサービスは、正式な事業外で委託相談支援の中で対応していた部分

があるが、同サービスの創設により正式に支給決定を受けて対応できるようになった。これによ

り、行政側からも依頼がしやすくなる。
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 自立生活援助の課題 

【運営している事業所における課題】 

 相談支援事業所や精神科病院に話を持っていき、理解頂いた上で自立生活援助を利用頂くまでには

時間を要した。 

 グループホーム退所後ブランクのある方、グループホームを退所したい軽度知的障害の方等に対

し、自立生活援助のメリットについて適切に伝えるにはスキルが必要。 

 相談支援専門員の力不足を懸念しており、地域をマーケットとして見る力や、地域で期待されてい

る役割を担う力といった視点が不足していると考えている。 

 雇われている相談支援専門員にも「経営」を考える視点が必要ではないか。 

 行政から自立生活援助の提供について声を掛けてもらうためには、普段から信頼関係を築いておく

ことが必要ではないか。 

【事業所を増やしていく上での課題】 

 現状自立生活援助を実施していない事業者からは、「サービスについてよくわからない」という意

見があった。 

 行政は前例が少ない取組や初めての取組に対しては足踏みをする傾向があるため、全国的に実施数

を増やし、周知していく必要があると思われる。 

 当事業では、収支モデルのシミュレーション等を取りまとめ、事業所の経営が成り立つ収支モデル

を提示することが、ガイドブックの中でも重要となる。 

 現時点の報酬体系では、他事業との組合せがないと事業所の経営が難しい。例えば、計画相談で全

体収益の８割を確保する経営モデルが現実的となる。 

 収支モデルについては、報酬改定検討チームの議論の様子も確認しながら進めることとする。当事

者をどう支援するかに加え、経営としても成り立つサービスだということを示していきたい。 

 経営に関しては、相談支援専門員が地域をマーケットとして捉える力を養い、地域で期待されてい

る役割を担うといった視点をしっかりと持っていくことも重要だと考える。 

 自立生活援助の利用パターンと支援の工夫について 

 標準利用期間は１年であるが、１年で卒業できる場合もあれば、もう少し継続して支援ができれば

よりよい状態を目指せるケースもあると思われる。標準利用期間については、市町村にて更新可能

であるため、市町村と調整を行いながら進めるケースも含め、自立生活援助をどのように活用して

いるのかをガイドブックにおいて示せるとよい。 

 自立生活援助の実際の利用においては、１年間で目標を達成して１年で卒業できるパターンと、そ

の後も見守り等が必要となるパターンがあると認識している。市町村審査会に諮り、もう１年支援

するケースも含め、様々なパターンをガイドブックで提示することが望ましい。 

 １年以上継続的に関わる必要のあるケース当事者の状態にはグラデーションがあり、ある時点で支

援が完全に終わるよりは、次のサービスや他の人にバトンを渡すことで見守りやサポートの仕方の

変化が求められる。 

 自立生活援助を実施する１年の期間に、当事者が「てんやわんや」の状態になることがある。その

前に定期訪問をすることで、どのような時に不安定になるかを把握し、どのような時にどのような

SOS を出すかも含めて整理した上で次の支援者の方に引き継ぎ、相談支援として全体的なモニタリ

ングをする方法が有効な場合もある。相談支援と自立生活援助を連動させていくことが重要。 



3 

 

 支援期間は、利用者にもよるが、密度濃く関わることで、他の人への信頼も生まれやすくなり、当

事者自身が他の人に頼っていいいのだと理解し、自立生活援助だけで抱え込まない構造ができるの

ではないか。 

 行政との関わりについて 

 サービスを提供する事業者の方、住宅確保に関わる方、サービスを給付する側の行政の方それぞれ

に自立生活援助について理解頂くという視点が重要。 

 現状では、行政の側から自立生活援助の提供の依頼があっても、対応できる人員が足りず断らざる

を得ないといったケースがある。対応できる事業所を増やしていくことが課題。 

 住宅確保における現状の課題と対応について 

 全国には約 800 万戸の空き家があり、その対策として空き家対策特別措置法が制定されている。こ

のうち、自立生活援助の中でも活用し得るアパートは 200 万戸程度あるにも関わらず、住宅確保要

配慮者が多数存在しているのが現状。 

 大家側の懸念に対する対応が１つの課題と考えている。当事者に対する配慮に加え、大家側が安心

できる環境をどう提供、サポートするかが重要であり、入居の支援、トラブル発生時の転居の支援

も重要となる。例えば、①トラブル発生時に、入居者の居住権の話になると、大家側と訴訟に発展

する可能性もあり、その費用は大家側や保証会社が負担となるため、トラブル回避として住宅確保

要配慮者に貸すことを敬遠することもある。このような事態になる前に、理解ある大家の物件に早

めに転居するための支援も必要である。大家側が懸念する➁家賃の滞納、③保証人の問題といっ

た、家族無き時代に家族機能をどう社会化していくか、同様に、④入居者に何かあったときの相談

先、引受人がいないこと、その中でも、死後事務は大きな問題である。 

 自立生活援助の事業所を含む複数のプレーヤーでサポートする、つまり、地域生活の支援は横串で

捉えるべきである。 

 住宅ニーズについて、地域で新たなチームづくりを行う観点が必要であり、ガイドブックやカリキ

ュラムにも盛り込むことで、地域生活支援の横串をどのように通していくかの検討が必要。 

 各委員の関わる事業所等では、住宅確保にあたっての不動産関係者との関係性づくりが進められて

いると思うが、そのような取組をガイドブックにも掲載し、横展開していくことが重要となる。 

 住宅確保については、不動産業界が連携したいと思える内容を盛り込みたい。令和３年度の報酬改

定や国土交通省と連携した住宅施策の検討状況を踏まえ、これらの意図をくみ取ったガイドブック

とカリキュラムになるよう作成していきたい。 

 ガイドブックにおける住居確保に関するテーマの盛り込み方 

 住居確保については、自立生活援助の流れの中で考える必要もあるが、ガイドブックでは別途柱立

てをし、住居確保の観点で事業者に学んでおいて欲しいこと、不動産関係者の理解や共感得られる

内容を掲載する。 

 前提として、「居住支援法人」は看板のみであり法人格はない。社会福祉法人や NPO 法人、不動産

事業者が「居住支援法人」という認証を受ける形となる。障害福祉の分野では、かつての施設中心

から変化する中で、障害福祉の事業者は多少なりとも居住支援に関わっていると思われるため、こ

れらの事業者が居住支援法人を取得することも考えられる。 

 居住支援法人の役割はいくつか定められているが、これに対する報酬はなく補助金のみである。ま

た、補助金の性質上、年間予算が決められており、それを総利用者数で割る運用である。申請した

補助金請求額が満額支払われるわけではなく、かつ年度末にならないと支給金額が分からないとい

った事情もあり、その数は伸び悩んでいる。 
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 住居確保する居住支援法人と、その後の生活支援を担う自立生活援助がうまく繋がることは双方に

メリットがある。厚生労働省と国土交通省の連携が深まることは、自立生活援助の推進にもつなが

ると思われる。 

 今後の進め方 

 第２回委員会に向けて、掲載事例についても検討を進める。ガイドブックの執筆については、各委

員に執筆の分担をお願いする。また、ガイドブックの検討内容を踏まえ、カリキュラムの骨子案に

ついても第２回委員会に向けて検討する。 

以上  
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第２回委員会 

日時：2020年 9月 8日（火曜日）18:00～20:00 

場所：丸の内パークビルディング 21階会議室／Google meet 

 

議事 

１． ご挨拶 

２． 議事 

（１） 事業概要 

（２） ガイドブック骨子案 

（３） 掲載事例について 

（４） カリキュラム骨子案の作成方針 

（５） 今後の進め方 

３． 事務連絡 

 

議事概要 

（１）事業概要 

 事務局及び厚生労働省オブザーバーより事業概要及びガイドブック骨子案について説明を行った。 

（２）ガイドブック骨子案 

 全体の読みやすさに関する工夫 

 ガイドブックは、読者に読みたいと思ってもらえるものを目指し、柱書等を工夫する。 

 Ⅱ．自立生活援助の概要と特色 １．サービスの概要 

 市町村による給付決定の際の考え方についても記載することが望ましい。自治体側も、障害者の方

に自分らしく生活してほしいという思いをもっているが、サービスの支給決定を巡り、自治体側と

事業所側が対立構造になる場合も想定される。利用者本人を中心に据えて、同じ方向を見て給付決

定するべきことについても言及できるとよい。 

 支給決定に関して、自治体に対して申請する内容や、どのような状態の方であれば支給決定が必要

だと判断されたかといった点も盛り込めるとよい。 

 Ⅱ．自立生活援助の概要と特色 ２．サービスの特色 

 自立生活援助の魅力について、個々人に合った支援ができるという意味で「オーダーメイドの支

援」である点を記載してもよいのではないか。 

 Ⅲ．事業の実施 １．事業実施の流れ 

 「複数事業間での人員体制」については、複数法人を跨がる例は、複雑で混乱を招く懸念のため、

同一法人の複数事業所の中での体制のみを想定する。 

 １年間の中での支援の流れのイメージや、１日の仕事の流れについては、「標準的な例」として提

示することは難しいが、あくまで一例として例示すると読者にとってイメージがつきやすいと思わ

れる。 
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 １日の流れは、１人の支援者を軸としたイメージとして、例えば、午前中に利用者訪問を行い、途

中自立生活援助に立ち寄りという例や、どのような部分で相談支援専門員等が生活援助に関わるの

か等が見えることを想定する。

 １年間の中での支援の流れのイメージや、１日の仕事の流れについては、事例に盛り込むことも検

討する。

 Ⅲ．事業の実施 ２．事業の経営

【経営の目的に関するコラム】 

 自立生活援助のサービスが創設される前から、南高愛隣会では施設を解体し、GH からの退所も積極

的に支援するという方針を打ち出されており、それらに自主的に取り組まれていた。今では、多く

の法人がしっかりとした法人理念をもっており、地域で本人が望む生活を実現することや、地域づ

くりにも貢献するといったことが理念の中で述べられているが、なかなかその通りにいかないま

ま、目の前のことに日々追われてしまうのが実情だと思われる。

 南高愛隣会では理念に対して誠実に取組みを実現されてきているが、どのような考え方に基づきそ

れらを推し進めることができたのか、コラムとして執筆頂けるとよい。

【「経営」の用語の使い方について】 

 「経営」の用語については、事業の収支管理等のみを指すのではなく、事業の意義を踏まえ、その

運営を通じて地域のニーズに応えていくための営み全体を表すものとして扱うことを想定する。

 事業所の運営や法人の経営としては考えるが、自立生活援助を単体で「経営」と考えることはあま

り一般的ではない可能性もあるため、表現については留意が必要。

 経営は法人単位で行うものという考え方もあるが、相談支援専門員等にも経営戦略という考え方を

持って欲しいという視点から、「経営」という言葉をあえて使うことも考えられる。そのため、執

筆を進めながらどのような表現が適当か改めて相談した。あるいは、章の柱書やガイドブック冒頭

で「経営」という用語の使い方について解説を入れるなども考えられる。

【地域の連携の視点の盛り込み方】 

 「事業の経営」のパートの各論については、現時点では、財務の視点、当事者の視点、業務プロセ

スの視点、人材・成長の視点、という 4 つの項目に整理をしているが、自立生活援助に関しては、

この他に「地域の連携」が大きな視点になるとの意見がある。具体的には、地域に根差した支援の

あり方を踏まえて、地域の資源を開発し、関係性の構築と連携体制を作っていくという切り口が一

つ重要な柱として考えられる。このような視点も項目として加えるべきか検討したい。

 この地域の連携の視点については、「Ⅱ．自立生活援助の概要と特色 ２．サービスの特色」に記

載することもできる。

 現時点の案として、「事業の経営」については財務、当事者、業務プロセス、人材のそれぞれの視

点で順に記載する方針となっているが、これまでの経験を踏まえて経営について考えると、経営は

誰に対してのものなのかがまず重要であり、当事者が最も重要であると考えられる。次に、地域を

耕すという視点がある財務、業務プロセス、人材の視点については、経営資源としての人・モノ・

カネに相当すると考えられる。このような構造で整理する場合、各項目の順序を再度検討し、かつ

「地域の視点」は「事業の経営」に含まれてもよいと考えられる。

 「事業の経営」のパートの流れとしては、南高愛隣会の法人理念に関するコラムがまずあり、その

中には本人が望む生活を支援し、かつそのような地域や社会をつくっていくという流れで記載する

ことが一つの案と理解している。もう一つの案としては、経営とは切り離して地域資源を考えてい

くというものであり、その中で「自立生活援助というサービスがなければ本人の望む暮らしを支援

することが難しい」という点に触れるということだと理解している。どちらも重要な視点であるた

め、整理については引き続き検討したい。
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【収支モデルの対象について】 

 相談支援事業所と自立生活援助であれば、常勤換算を取り入れてないため比較的勤務もしやすく、

収支モデルも明記しやすい。他方、その他の併設できるサービスについては、常勤換算方式を取り

入れているため、自立生活援助に従事している時間分は増員が必要となる。人員配置基準ぎりぎり

で事業を運営している事業所については、その人員配置がポイントとなる。

 また、仮説として、GH や居宅介護事業所が併設の場合、常勤換算方式の問題もあり、それほど多く

の対象者の方にサービスを提供できない。そのため、GH や居宅介護事業所等に関しては、「経営モ

デル」よりは、「運営モデル」のイメージで、どのように人繰りや加配の部分を対応しているか、

経営のメリットになるのかといったことがポイントになる。

自立生活援助を大きく展開がしやすいのは相談支援事業所のため、その収支モデルを念頭に提示し、そ

の他のサービスについては、運営できる方法の提示とする。 

【ピアサポートに関するコラムの作成】 

 ピアサポートの重要性に関するコラムについては、「事業の経営」のパートではなく「サービスの

特色」のパートに配置することが適当と考えられる。サービスの魅力の１つとして当事者にとって

サービスがどう活かされているか掲載できるとよい。

 当事者目線の発信についても重要となる。「サービスの周知」に関して、「このサービスを使うと

GH ではなく別のところで暮らせるようになる」といった情報が当事者同士で広がり利用につながっ

た経緯もあると聞いている。

 利用者はサービスを受ける中で、本音が言えなくなることもある。利用者からも、対等な関係性の

中で愚痴なども言える相手がいることが有難いとの意見もあり、ピアサポートの良さと重要性を認

識している。

（３）掲載事例について

 Ⅳ．事例集

【自立生活援助と計画相談支援】 

 事例集のパートの構成について、個別のケースを先頭に位置づけることで、具体的なイメージを持

ちながら支援の中身や事業所の体制等を理解していくことができる。

 知的障害の方を中心とした支援については、その多くが GH からの地域移行で自立生活援助を始める

ため、「自立生活援助と共同生活援助の事例」と内容が被らないよう注意が必要。相談支援として

対応している立場から、居住探しも行うため、ガイドブック内での住み分けも留意する。

 GH で自立生活援助を使った一人暮らし等への移行の事例で、支援者の方がどのように利用者の希望

を汲み取り、支援に繋げられたのか、本人の望む生活に繋がったのか記載できるとよい。

【自立生活援助と居住支援法人に関する記載】 

 全国的に事例がないと思われる自立生活援助と居住支援法人の併設あるいは連携事例については、

委員同士の対談のような形で、自立生活援助と居住支援法人の連携に対する期待や、その結果とし

て障害者の居住支援がさらに促進されるといった内容を盛り込む方向で検討したい。

（４）居住支援のパートについて

 Ⅴ．自立生活援助を提供する上での居住支援の視点

 居住という概念や、居住支援における課題と対応等について記載することで、自立生活援助との関

わりについても明示する。具体的には、以下の３つのパターンにより、障害者の地域生活を実現す

るためにどのように支援の幅を広げられたり、深められたりするのかというテーマのコラムとする

ことを一案としている。
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①自立生活援助の事業所が居住支援法人としても支援を実施 

②居住支援法人が自立生活援助の事業を実施 

③自立生活援助の事業所と居住支援法人が連携して行う支援 

 「居住支援」は、いわゆる「住居支援」（家や箱物だけを提要する支援）ではなく、生きていくこ

と全てを支援していくことである。また、「ホームレス」と「ハウスレス」は異なり、ハウスレス

は単純に家がない状態であるが、ホームレスは家族がいなかったり、誰かが家に来たりといった人

との交流がない状態であるといった考え方を基本に支援をする。このような考え方の中で、居住支

援法人では、家だけを借りる仕組みの支援ではなく、その後の見守り等の支援も含め様々な工夫を

行う。しかし、居住支援法人はその設立時の補助以外の報酬等の制度がないため、関連する制度を

組み合わせて支援をする中で自立生活援助についても触れる方向である。また、自立生活援助との

コラボレーションについても、委員同士の対談を盛り込むのも一案である。 

 事業所と不動産関係者がお互いの立場を認識できると連携が可能となる。不動産関係者のルールや

福祉の考え方が、お互いわからないというケースは多いため、そのギャップを取り持つ役割とし

て、居住支援法人が幅広い対象者に対して動いていることを伝える。例えば、福祉の事業者は「空

き家がたくさんあるのであれば、貸してくれてもよいではないか」と考えるが、不動産関係者（大

家さん）としては、空き家を貸した際に万が一事故等が起きれば、次の借り手が現れるまでは「事

故物件」であることを伝える責任があり、リスクは避けたいという考えがある。このような事情を

知らない人も多いと思われるため、うまく盛り込めるよう構成を考えたい。 

 国交省における住宅セーフティーネット制度の対象者は、高齢者、母子家庭、外国人世帯、生活困

窮者など様々あり、その一つが障害者である。住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録

制度においては、「高齢者はよいが障害者は断る」といった登録もできる中で、障害分野は偏見や

差別の対象となりやすい背景もあり、対象から外している居住支援法人もあると想定する。このよ

うな視点も踏まえ、障害分野における居住支援、あるいは居住支援法人との連携というテーマでの

対談が望ましい。 

（４）カリキュラムの作成 

 カリキュラムについては、半日程度の自立生活援助従事者向け研修で活用することを想定して作成

する。 

（５）今後の進め方 

 事務局から配布するガイドブック執筆のフォーマットを参照の上、各委員にてドラフトの執筆を開

始頂く。ガイドブックの編集作業等は事務局で対応する予定。  
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第 3回委員会 

日時：2020年 11月 5日（木曜日）18:00～20:00 

場所：丸の内パークビルディング 21階会議室／Google meet 

議事 

１． ご挨拶 

２． 議事 

（１） 事業概要

（２） ガイドブック案

（３） 掲載事例について

（４） 自立生活援助と居住支援法人の連携に関する鼎談について

（５） 今後の進め方

３． 事務連絡 

議事概要 

（１） 事業概要の説明

 事務局及び厚労省オブザーバーより事業概要及びガイドブック及びカリキュラムの作成状況等につ

いて説明を行った。

（２） ガイドブック案

 自立生活援助創設の背景と位置づけ

 文字のボリュームを押さえつつ絵や図を盛り込むことについても検討する。

 自立生活援助の概要と特色 ２．サービスの概要

 自立生活援助に関する概要説明について、自立生活援助の良さは、暮らしの安心・安全を確保でき

る部分もあるという文言を盛り込んでもよいのではないか。

 自立生活援助の概要と特色 ２．サービスの特色

 サービスの特色を表すキーワードとして、オーダーメイドの支援であるということ、状況に応じた

伴走型の支援であるということ、街の中での関係づくりが中心になるということがある。また、自

立生活援助が開く可能性として、障害者のためのサービスであることは前提だが、それが地域づく

りにも大きな意味をもつという書き方をしている。

 「オーダーメイドの支援」という言葉を自立生活援助の説明として記載すべきかについては検討が

必要。

 事業の実施 １、事業実施の流れ

 事例集のパートは前半のパートと比べて実践的なパートになるが、この 2 つの章を通じて特に以下

3 つの点を読者に理解していただけるとよいと考えている。１点目がサービスについて多くの人に

理解していただくために必要なこと（サービスの理念・目的や内容、必要性について整理した上

で、関係者や当事者に効果的に伝える方法等）。２点目がサービスの始め方と終わり方、その間を
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つなぐサービスの一連の流れ、３点目が上記を実現するためのリソース（ヒト・モノ・カネ等）の

やりくりの方法とその具体的なイメージである。 

 

 事業の実施 ２、事業の経営と運営  

 経営についての項目の切り口（ヒト・モノ・カネ）については、自立生活援助に当てはめた時に馴

染む切り口といえるかご意見を頂きたい。一案だが、ヒト・モノ・カネで整理する場合、モノは地

域資源に当たるという捉え方もできるかと考える。 

 経営と運営の用語について、例えば、経営はソーシャルワークのような活動という整理とし、運営

はケースワークのような意味合いという整理をしている。そのため、経営とは収益を最大化するた

めにヒト・モノ・カネを活用する活動と定義されている一方で、運営という言葉自体にはビジネス

や営利という意味はなく、与えられた仕事を効率良く達成するといった意味合いが強い認識であ

る。 

 ガイドブックのメインの読者をどこに置くかによって、書きぶりを検討する必要がある。 

 ガイドブックの読み手は運営者であるが、運営者であっても経営視点を踏まえた上で運営していく

という姿勢が重要である。そのような考え方が伝わる書き方を検討できるとよい。 

 労働環境の改善について、自立生活援助に取り組む前の事業所からは、「24 時間対応をしている手

当てなどはどうなっているのか」などの質問も頂くため、記載を検討頂きたい。 

 手当等の実際の部分は、皆様からメール等で事例を共有頂きたい。一般的には夜間拘束手当として

1 日当たり 500 円～1,000円であるかとは考えている。 

 可能な限り報酬において評価している場合は具体的に記載し、その活用を促すようにしていけると

よい。 

  

 コラムについて 

 法人の理念に関するコラムでは、新しく事業を始める方にとって、理念をどのように職員や関係

者、当事者の方と共有していくのかについての言及を検討頂きたい。 

 支援方法については大きく課題解決型と伴走型があると考えられるが、伴走型支援を行う場合、そ

の根本にある解決したい問題は、障害者の孤立である。伴走型支援のそのような考え方について、

ガイドブックにコラムの形で盛り込めるとよい。 

 

（３） 掲載事例について 

 事例集 

 事例集では、共通事項として以下を盛り込めるとよいかと考えている。なお、盛り込むためにはレ

イアウトの工夫が必要である。 

 以下の３点について、事例集に盛り込みたい。 

・併設事業とのシナジー効果 

・人材配置を視覚的に表す 

・支援の 1 日の流れ、職員の仕事の 1 年の流れのイメージ 

 事業所が作成する個別支援計画の例は載せたほうが良いと考えている。今から事業を始めようとす

る事業者にとって参考となるよう、個別支援計画の作成方法、使用している用紙、書式を含めて記

載することを検討頂きたい。 

 事例については、基本的は匿名で掲載する方針だが、どこまで具体的な情報を伏せるかは事務局で

整理の上、委員の皆様に周知する。 

 できれば少しリアリティがあったほうが参考になるのではないか。 
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（４） 自立生活援助と居住支援法人の連携に関する鼎談について 

 自立生活援助を提供する上での居住支援の視点 

 鼎談の内容を掲載予定（以下、現時点のシナリオ案）である。 

・自立生活援助を実施する上で、住宅確保や居住支援をどのように行っているか、周囲ではどのよ

うな課題があるか。 

・居住支援法人ではどのように支援を行っているか、上記の課題に関してどのような解決策が考え

られるか。また、居住支援法人として支援を行う中で、障害者支援ならではの特徴や難しさなどに

ついて。 

・自立生活援助と居住支援法人のサービスを実際に１法人で実施してみての感想。 

・上記を踏まえ、今後自立生活援助の事業所と居住支援法人が連携し、障害者が望む地域での生活

（一人暮らし）を支えていくあり方についてディスカッションして頂く。 

 自立生活援助のガイドブックであるため、居住支援法人の課題についてクローズアップし過ぎるの

ではなく、いかに自立生活援助と連携をしていくかといった部分に焦点を当てて居住支援について

記載をすることが望ましい。 

 居住支援法人について、居住支援のみを専門とする団体はおそらく存在せず、例えば困窮者支援を

行っている団体が居住支援法人としても存在している、その辺りについては居住支援法人とは何な

のかという話としても少し触れることを検討している。また、居住支援法人だけでは収入がないた

め、経営は出来ない。そのため、居住支援法人を行うチームとしては、自立生活援助事業を担うこ

とは収入を得ることにも繋がるため、実は経営や運営において非常に大きな一歩である。つまり、

居住支援法人側からしてもメリットがあり、まさにシナジー効果となっている。 

 上述のような居住支援法人側の事情も説明しつつ、具体的に何をするかという点については、とか

く住宅の問題は一般市場に委ねられてきた面が非常に大きいため、その部分をどう活用するかとい

うビジネスの話をしていきたい。 

 自立生活援助と居住支援法人の連携について、その可能性やそれぞれの役割をどのように捉えビジ

ネスとして始められるのか検討しているところである。県や市での勉強会等も始まっているため、

行政を巻き込み、今後の一つのモデルの可能性を示していきたい。 

 

（５） 今後のスケジュール 

 今後の進め方  

 今回の委員会での議事録と、ガイドブックへのコメントを付与した資料を送付するので加筆修正を

願いたい。並行して、カリキュラムの加筆修正もお願いしたい。 

 

以上 

  



12 

第 4回委員会 

日時：2020年 12月 14日（月曜日）18:00～20:00  

場所：丸の内パークビルディング 21階会議室／Google meet 

議事 

１． ご挨拶 

２． 議事 

（１） 事業概要

（２） ガイドブック案の確認

（３） カリキュラム案の確認

（４） 今後のスケジュール

３． 事務連絡 

議事概要 

（１） 事業概要の説明

 事務局よりガイドブック及びカリキュラムの作成状況等について説明を行った。

（２） ガイドブック案の確認

 自立生活援助創設の背景と位置づけ

 全体のレイアウト等について引き続き検討する。

 自立生活援助の概要と特色 １．サービスの概要

 現段階では確定事項がないため、「暮らしの安全、安心を確保していくサービス」の箇所の加筆の

み対応している。

 自立生活援助の概要と特色 ２．サービスの特色

 「オーダーメイド」の部分を「柔軟な支援」という表現に修正している。また、「エンパワーメン

ト」について「自らの生活をコントロールする力を取り戻すこと」と補足説明を追加、また「スト

レングス志向」のサービスについて平易な表現で書き下して頂いている。

 自立生活援助だけでなく、他との連携という視点も入れたほうがよいとの意見があり、居住支援法

人や居住支援協議会との連携についても当パートで言及頂いている。

 「伴走型支援」については、現在執筆中のコラムの内容も踏まえて当パートを完成させていく。

 事業の実施 １．事業実施の流れ

 自立生活援助のサービス提供のみでなく、生活困窮者自立支援制度など他の制度のサービスも活用

し連携していく視点を取り入れて頂いた。

 居住支援法人と自立生活援助の連携については、できれば事例を入れられるとよいと思う。

 事業の実施 ２．事業運営
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 項目立てについて、（1）事業運営の概要のパートでは理念等も含めて記載し、（2）マネジメント

の要点のパートでは①人材確保・育成、②効果的な組織体制・職員配置、③収支管理の視点の 3 つ

の項目を整理することとしている。

 前回、ヒト・モノ・カネという 3 つの項目での整理を検討したが、自立生活援助を考える上でより

なじむ切り口にしたい。

 事業の実施 ２．事業運営 理念に関するコラム

 法人理念に関するコラムの配置場所については、このパートで問題ないと考える。

 事例集

 支援の 1 年の流れと個別支援計画は 1 つのケースの方の内容に絞り、もう１つのケースについては

コラムのような別枠で紹介する方が見やすくなるかと思う。

 支援の 1 年の流れについては、単純に月 2 回の訪問で算定できるからという理由で 1 年を通して月

2 回訪問と記載するのではなく、支援の内容や頻度が徐々に変化していくというところを見せて頂

けるとよい。また、共同生活援助の事例ではケースカンファレンスにも触れて頂いており、このよ

うな具体例を出して頂けるとより良いのではないか。

 居宅介護と自立生活援助の事例では、職員配置を掲載することは難しいことから、その内容は概要

を文面で説明頂くに留めている。宿泊型自立訓練と自立生活援助の事例については、個別支援計画

をこれから提供頂くことを想定している。

 事例全体について、個別支援計画を作成される際に特にどのような点に気を付けられているか等に

ついて記載頂きたいと考えている。

 事例集における「支援の 1 年の流れ」では、継続が必要であったため更新したという事例も盛り込

んで頂けるとよい。

 自立生活援助を提供する上での居住支援の視点

 本章では、「そもそも家がないというのはどういうことなのか」ということから始まり、家がない

というのは生存的な危機、あるいは社会的手続きが一切できなくなる社会的な危機である、と続け

ている。さらに、孤立するということはどういったことなのか、居住支援とは一体何か、と続けて

いる。

 国土交通省は「住宅確保要配慮者」という言葉等で「住宅」という言葉を使っており、厚生労働省

は、例えばコロナ禍で特に注目されている給付金の１つで言えば、「住居確保給付金」という言葉

等で、「住居」という言葉を使っている。我々が今回テーマにする言葉は「住宅」でもなく「住

居」でもなく、「居住」である。であれば「居住」という概念は何なのかということを記載してい

る。居住支援とは何でもやる、つまり包括的であり総合的なスタンスが必要ということであり、単

なる箱の問題ではないということである。「住宅」や「住居」という言葉は建物の概念であるが、

「居住」という言葉は生活を含む概念であるということを書いている。

 「生活」という概念も含めて考えると、これまで家族という機能が居住の機能をカバーしてきた部

分が大きいが、単身化が進み家族の機能自体が脆弱化する中で、カバーしきれなくなってきている

現状がある。多機関連携や多機関協働という言葉もあるが、事業や制度だけで居住の概念を成立さ

せるには難しい。家族の機能の社会化という言葉も登場してきており、それが居住支援の場合は何

を指すことになるのかということにも触れている。

 利用者の安心も必要だが不動産業者の安心も担保されることが、居住支援の重要なポイントになる

として締めくくっている。



14 

 

 不動産業者から見た一般的な内容を記載している。不動産業者からすると、高齢者や外国人より

も、障害者の方の入居を不安に感じられることが多い。不動産業者の立場を適切に理解することが

まず大事ではないかということを記載している。 

 居住支援は、支援者個人の関係性の中で担ってきたところがあると考えているが、新たな住宅セー

フティーネットの法律改正を受け、居住支援協議会や居住支援法人等の様々な制度を活用しなが

ら、居住確保を達成していくという流れで全体は構成している。 

 個別支援計画については名称で迷っている。言葉を明確に分けないと読者にとってわかりづらいと

考えている。 

 日常的な見守りの箇所は、日常生活支援という言葉も入れている。見守りとして大事な機能は、安

否確認、早期の相談実施、孤立防止という 3 つの観点であり、特に見守りから早期相談に繋げると

いうことである。 

 転居等を含む継続的支援については、基本的に居住支援というのは一定のところに定住もしくは永

住するということが前提だが、現実的には転居は珍しいことではない。そのため、ある程度転居を

前提として考えていきたい。 

 自立生活援助の期間は 1 年を基準としつつも行政の判断によって継続も可能という話であるが、居

住支援の視点ではどのように記載するのが良いか。 

 「他機関連携」について、厚生労働省では「多機関連携」という言葉を使っている認識であるた

め、そこに則り「多機関連携」とする。 

 居住支援の説明を現行の通り一般論として記載するか、障害者の居住支援に特化させていくのかと

いう点については相談したい。 

 コラムのような記載を追記して、障害者の場合の居住支援における留意事項といった書き方をする

ことも一案である。 

 基本的には自立生活援助との連携を想起できるような形にしていきたいため、自立生活援助に寄せ

て書いて頂きたいと考えている。ただ、居住支援の基本的な考え方についてもぜひ記載頂きたいた

め、バランスよく記載頂けることが望ましい。 

  

 自立生活援助を提供する上での居住支援の視点 鼎談  

 実践事例は現時点では提示できないものの、制度をうまく使いながら自立生活援助をその後にどの

ようにつなげていくかという点で、居住支援法人と相談支援事業所とが連携し、支えていくことが

可能ではないかということを鼎談の中で話している。 

 不動産系の居住支援法人では生活支援の部分が弱いため自立生活援助と組んでいきたいという希望

がある旨を伺っており、一方で自立生活援助の事業所としては、原則として有期限のサービスであ

るため、自立生活援助提供後のサポートについては居住支援法人と連携していきたいというお話を

伺っている。そのような使い方が実際にどれくらい現実的なプランであるのかご意見を伺いたい。 

 例えば、福祉の専門家が 1～2 年ずっと横につくというような体制は 10 年も続かないとすると、最

終的にはやはり地域の中で暮らしていくということになる。ここで、多機関連携ということが実は

地域の創造でもあると考えており、なにか危機が起こったら専門家が介入するという体制づくりに

ついて前段の多機関連携に関するパートに記載していきたいと思っている。原則として有期限であ

る自立生活援助の話と、居住支援という少し長い、人生そのものに対する寄り添いのような話をう

まく段階的に書けるとわかりやすいと思っている。 

 第５章の項目１～３は自立生活援助を提供する上での居住支援の視点で記載し、項目４は、居住支

援法人の視点として記載とすると、鼎談の内容も読み手に取って分かりやすい。多機関連携という

よりもむしろ居住支援法人とはこういうものだという点を明記頂けると、その後の鼎談にスムーズ

に繋がるのではないかと考えている。 
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 ガイドブック全体について 

 ガイドブックの冒頭に掲載する概要ページ（ガイドブックの使い方）の骨子案を作成している。実

際のレイアウトは異なる想定であるが、現時点の想定についてご意見があれば頂きたい。 

 自立生活援助はまだマイナーなサービスであるため、地方自治体の職員の中には知らない方も多い

と認識している。いかに自立生活援助というサービスを知って頂けるかを意識して作成頂けるとよ

い。 

 事例集はキャラクターが説明するといったイメージのイラストを入れ、ガイドブックは章ごとにナ

ビゲーターがまずポイントを説明するイメージが良いと考えている。 

 イラストの入れ方については検討する。 

 

（３） カリキュラム案の確認 

 カリキュラム 全体 

 文字が多くなってしまっているためイラストや図表なども入れたいと考えている。 

 研修資料ということを踏まえ、ガイドブックのポイントを整理した。また、各章ごとに獲得目標を

掲載するとよいかと考えている。 

 各パートの獲得目標を掲載するという様式は、全てのパートに反映していきたい。 

 

（４） 今後のスケジュール 

 今回で予定している委員会としては最後となるため、今後のガイドブック及びカリキュラムの加筆

修正については、メールや個別のオンライン打合せ等を通じて進めさせて頂きたい。報酬改定を踏

まえて記載する箇所は、状況を見て更新について個別にご相談させて頂きたい。最終的な成果物に

ついてはメールで展開させて頂くことを想定している。 

 今後についての詳細はメール等でご連絡させて頂く。 

 

以上 
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